
 

細則第１３号 

 

独立行政法人国立文化財機構有期雇用職員の給与に関する細則 

 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 

国立文化財機構細則第１３号  

 

この細則は，独立行政法人国立文化財機構有期雇用職員就業規則（以下「有期雇用職員就業規則」とい

う。）第４０条の規定による基本給の額，第４６条及び附則４の２の規定に基づく，有期雇用職員の給与に

おける基本給，手当の額その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（基本給） 

１．第４０条関係 

第４０条の規定による時間給額は下表に定める額とする。 

 

（宿・日直手当） 

２．第４６条（第４５条）関係 

第４５条の規定による宿・日直手当の額は，宿・日直勤務１回につき，下表に定める額とする。 

 

 

（住居手当） 

３．附則４関係 

１ 住居手当は，下表の対象有期雇用職員欄に掲げる有期雇用職員に支給する。 

２ 住居手当の月額は，下表に掲げる対象有期雇用職員の区分に応じて同表の手当額欄に定める額とす

る。 

３ 住居手当は，第４８条に定める給与の支払方法に準じて支給する。 

対象有期雇用職員 手  当  額 
自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り

受け，月額１２，０００円を超える家賃（使用

料を含む。以下同じ。）を支払っている有期雇

用職員 

イ 月額 

２３，０００円以下の家賃

を支払っている有期雇用

職員 

家賃の月額から１２，０００円を控除した額

（その額に１００円未満の端数を生じたと

きは，これを切り捨てた額） 

ロ 月額 

２３，０００円を超える家

賃を支払っている有期雇

用職員 

家賃の月額から２３，０００円を控除した額

の２分の１（その控除した額の２分の１が１

６，０００円を超えるときは，１６，０００

円）を１１，０００円に加算した額（その額

に１００円未満の端数を生じたときは，これ

を切り捨てた額） 

 

（期末手当及び勤勉手当） 

名  称 
本部（文化財防

災センター除

く） 

東  京 

国立博物館 

京  都 

国立博物館 

奈  良 

国立博物館 

九  州 

国立博物館 

東  京 

文化財研究所 

奈良文化財研

究所・本部文化

財防災センタ

ー 

アジア太平洋 

無形文化遺産 

研究センター 

事務補佐員 
１，１６０ １，１６０ １，０６０ １，０６０ １，０２０ １，１６０ １，０６０ １，０６０ 

技術補佐員 

技能補佐員 
１，１６０ 

１，１６０～ 

１，３６０ 

１，０６０～ 

１，２５０ 

８４０～ 

１，２５０ 
１，２００ １，１６０ 

 
 

労務補佐員 

研究補佐員 
(研究支援者を含む) 

１，３１０ １，３１０ １，２００ １，２００ １，１６０ １，３１０ １，２００ １，２００ 

手当額 

５，５００円 
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４．附則４関係 

１ 期末手当及び勤勉手当は，下表の対象有期雇用職員欄に掲げる有期雇用職員に支給する。 

２ 期末手当及び勤勉手当の支給日は，その都度定める。 

 

対象有期雇用職員 期末手当及び勤勉手当の種類 手  当  額 
５月２日から６月１日 

に在職する有期雇用職員 

夏季期末手当及び夏季勤勉手当 職員に準じて支給する。 

 

１１月２日から１２月１日に在職す

る有期雇用職員 

冬季期末手当及び冬季勤勉手当 

 

附 則 

この細則は，平成１９年１２月２５日に改正し，平成２０年４月１日より施行する。 

附 則 

  この細則は，平成２０年３月１４日に改正し，平成２０年４月１日より施行する。 

    附 則 

  この細則は，平成２１年３月２７日に改正し，平成２１年４月１日より施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この細則は，平成２１年１２月１日に改正し，同日より施行する。 

 （給与及び平成２１年１２月に支給する期末手当） 

２ 有期雇用職員就業規則附則（平成１９年４月１日施行）第２項に定める有期雇用職員に支給する給与

及び平成２１年１２月の期末手当の額は職員に準じて計算した額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この細則は，平成２２年１２月２４日に改正，同日より施行し,平成２２年１２月１日より適用する。 

 （給与及び平成２２年１２月に支給する期末手当） 

２ 有期雇用職員就業規則附則（平成１９年４月１日施行）第２項に定める有期雇用職員に支給する給与

及び平成２２年１２月の期末手当の額は職員に準じて計算した額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この細則は，平成２３年３月４日に改正し,平成２３年４月１日より適用する。 

 （アジア太平洋無形文化遺産研究センター設置準備室に関する読み替え） 

２ 第１項の表に規定する「アジア太平洋無形文化遺産研究センター」は，平成２３年４月１日から平成

２３年９月３０日までの間，「アジア太平洋無形文化遺産研究センター設置準備室」と読替えるものと

する。 

附 則 

  この細則は，平成３０年３月２３日に改正し，平成３０年４月１日より施行する。 

附 則 

この細則は，平成３０年６月１３日に改正し，平成３０年７月１日より施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則は，令和２年９月３０日に改正し，令和２年１０月１日より施行する。 
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（文化財防災センター東京分室に勤務する職員） 

２ 令和３年３月３１日までの間、文化財防災センター東京分室に勤務する職員の基本給は、第１項の表

に規定する「本部（文化財防災センター除く）」の額を適用する。 

附 則 

(施行期日） 

１ この規則は，令和４年６月２２日に改正，同日から施行し，令和４年６月１日から適用する。 

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 有期雇用職員就業規則附則（平成１９年４月１日施行）第２項に定める有期雇用職員に支給する給与

及び令和４年６月の期末手当の額は職員に準じて計算した額とする。 

 


